
町田都市計画地区計画の決定（町田市決定） （原案） 

都市計画小山田桜台地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 小山田桜台地区地区計画 

位 置※  町田市小山田桜台一丁目、小山田桜台二丁目、上小山田町、上小山田町字四号、下小山田町字谷、下小山田町字池ノ辺、下小山田

町字窄場、常盤町字二十四号及び字二十五号各地内 

面 積※  約５０．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、町田市の北西に位置し、１９７９年（昭和５４年）の都市計画「一団地の住宅施設」に基づき建設された約４７．７ｈａ、１，６２０戸

を有する大規模な団地を含む地区であり、敷地・住戸ともに十分なゆとりを持って計画され、谷戸池を有する公園や緑地、多数の桜並木

などにより、みどり豊かで閑静な住宅団地が形成されている。 

団地建設から約４０年が経過し、住民の高齢化や人口減少の進行により、団地活力の減退が懸念されるとともに、施設の老朽化やバリ

アフリー化の課題、世帯人数の減少に伴う広いファミリー向けの住戸と住民ニーズとのミスマッチも生じている。 

また、団地周辺においては、多摩都市モノレール・小田急多摩線の延伸構想や（仮称）町田スポーツ公園、健康増進温浴施設の整備

など周辺環境が大きく変化しつつある。 

こうした背景を踏まえて、町田市は、２０１９年（令和元年）８月に「小山田桜台団地まちづくり構想」を策定した。この中で、『多様な世代

が交流できる「公園団地」』を基本コンセプトとし、ゆとりある団地内環境と自然環境、周辺大学などの地域資源を積極的に活かした、小山

田桜台ならではの暮らし方や、誰もが暮らしやすい住環境を整え、ライフステージに応じた多様な住まい方ができる「持続可能な団地」を

目指すこととしている。 

本地区においては、現在の良好な住環境を維持・保全しつつ、団地や周辺地域の変化を踏まえた段階的なまちづくりを推進し、〝誰も

が住みたい・住み続けたいまち〟を実現することを目標とする。 
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土地利用の方針 

本地区を３つに区分し、それぞれの土地利用の方針を以下のとおり定める。 

１ 住宅地区 A 

戸建て住宅や低層のテラスハウスによる、良好な住環境を有する地区としての土地利用を図る。 

２ 住宅地区 B 

若年・高齢者世帯や子育て世帯など、様々な世帯の居住を推進する多様なライフスタイルに対応した、中低層の共同住宅を中心とす

る地区としての土地利用を図る。 

３ コミュニティ地区 

多世代が暮らし続けるために必要となる生活支援サービス機能や交流機能、小・中学校等の教育関連機能などの導入により、団地内 

だけでなく周辺地区も視野に入れた地域の活動・交流を促進する土地利用を図る。 



 

地区施設の整備の 

方針 

１ 道路の整備方針 

① 地区内をネットワークするループ状の道路及び地区内と周辺市街地を結ぶ道路を「区画道路」とし、地区内外で発生する交通の

円滑な処理を確保する。 

② 周辺地区との交通処理機能を担いつつ、地区内や周辺地区との交流・憩いの歩行空間を「尾根緑道」として保全する。 

２ 公園の整備方針 

① 歩行者動線の交点、都市計画公園及び地区内の緑地と連坦する「公園」を、地区内や地区周辺住民との交流・憩いの場としての

機能を備えた空間として保全する。 

３ 緑地の整備方針 

① 尾根緑道、都市計画公園及び都市計画緑地と連坦する「緑地」は、地区内や地区周辺住民の散策・憩いの場としての機能を備

えた空間として保全する。 

② 緑地と一体的に整備された地区内の調整池は、集中豪雨等に対応する雨水調整機能を備えた親水空間として保全する。 

４ その他の公共空地の整備方針 

① 団地内の公園、緑地、緑道及びセンター機能等をつなぐ通路を「歩行者通路」及び「歩行者優先通路」として配置し、安全で快適

な歩行者空間を確保する。 

② バスの折り返し場を「道路状空地」として位置づけ、地区内外を連絡するバスの円滑な交通処理機能を確保する。 

建築物等の整備の 

方針 

地区の目標にあった土地利用や市街地環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建

蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び垣又は柵の構造の制限を定め

る。 
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種 類 名 称 幅員（( )内は区域外を含む幅員） 延 長 備 考 

道路 

区画道路１号※  １５．０ｍ 約１，５３０ｍ 既設 

区画道路２号   ６．５ｍ 約  ３２０ｍ 既設 

区画道路３号   ６．０ｍ 約  ２１０ｍ 既設 

区画道路４号※    ４．０～１１．０ｍ（６．５～１１．０ｍ） 約  ３８０ｍ 既設 

区画道路５号   ６．０ｍ 約  １１０ｍ 既設 

尾根緑道※ １５．０～５０．０ｍ 約  ８６０ｍ 既設 

種 類 名 称 面 積 備 考 

公園 公園１号 約１０，１２０㎡ 既設 



 

公園２号 約   ８７０㎡ 既設 

公園３号 約   ６１０㎡ 既設 

公園４号 約 ２，１２０㎡ 既設 

公園５号 約 １，０４０㎡ 既設 

公園６号 約   ５７０㎡ 既設 

公園７号 約   ９１０㎡ 既設 

公園８号 約 ６，５５０㎡ 既設 

公園９号 約 １，２４０㎡ 既設 

公園１０号 約 ４，５５０㎡ 既設 

種 類 名 称 面 積 備 考 

緑地 

緑地１号 約 ２，９１０㎡ 既設 

緑地２号 約１１，９３０㎡ 既設 

緑地３号 約 ４，９７０㎡ 既設 

緑地４号 約 ９，５１０㎡ 既設 

緑地５号 約 １，０００㎡ 既設 

緑地６号 約 ２，５３０㎡ 既設 

緑地７号 約   ５９０㎡ 既設 

緑地８号 約 ４，９４０㎡ 既設 

緑地９号 約 ５，９１０㎡ 既設 

緑地１０号 約 ４，６８０㎡ 既設 

緑地１１号 約 ９，７００㎡ 既設 

緑地１２号 約 ３，８２０㎡ 既設 

緑地１３号 約１０，１２０㎡ 既設（東調整池） 

緑地１４号 約 ９，５００㎡ 既設（北調整池） 

緑地１５号 約１１，１９０㎡ 既設（西調整池） 

緑地１６号 約   ７６０㎡ 既設 



 
緑地１７号 約   ５５０㎡ 既設 

緑地１８号 約   ３５０㎡ 既設 

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 

その他の 

公共空地 

歩行者通路１号 ２．０ｍ 約  ２７０ｍ 既設 

歩行者通路２号 ２．０ｍ 約  １８０ｍ 既設 

歩行者通路３号 ２．０ｍ 約  ２００ｍ 既設 

歩行者優先通路１号 ２．０ｍ 約  ２６０ｍ 既設 

歩行者優先通路２号 ２．０ｍ 約  １５０m 既設 

名 称 面 積 備 考 

道路状空地 約  １，０８０㎡ 既設（バス折り返し場） 
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地区の区

分 

地区の名称 住宅地区 A 住宅地区 B コミュニティ地区 

地区の面積 約２．９ｈａ 約３８．９ｈａ 約９．１ｈａ 

建築物等の用途の 

制限 

次に掲げる建築物以外の建築

物は建築してはならない。 

 

１ 住宅（住戸の数が３以上の長

屋を除く。） 

２ 住宅で事務所、店舗その他こ

れらに類する用途を兼ねるもの 

３ 上記各号の建築物に附属す

るもの 

４ 市長が公益上必要な建築物

で、用途上やむを得ないと認

めたもの 

 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 

１ 学校（幼稚園を除く。）、図書館その他これ

らに類するもの 

２ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に

供するもののうち、その用途に供する部分の

床面積の合計が１５０㎡以上のもの（３階以

上の部分をその用途に供するものを除く。） 

３ 神社、寺院、教会その他これらに類するも

の 

４ 病院 

５ 公衆浴場 

６ 自動車車庫（建築物に附属するものを除

く。） 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 

１ 住宅 

２ １階部分を居住の用に供する建築物。ただ

し、居住の用に供する部分（玄関、階段等を

含む。）が、１階の延べ面積の合計の３分の

１を超えない建築物は、この限りでない。 

３ 神社、寺院、教会その他これらに類するも

の 

４ 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は

処理に供するもの 

５ 自動車車庫（建築物に附属するものを除

く。） 

建築物の容積率の 

最高限度 
１０分の８ 



建築物の建蔽率の 

最高限度 
１０分の４ 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
１５０㎡ ３００㎡ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は１ｍ以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が次のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。 

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下のとき 

２ 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内のとき 

３ 自動車車庫で軒の高さが２．３ｍ以下のとき 

－ 

居住の用に供する部分を有する建築物の主要採光面（採光に有効な開口部が最大の面）

から、これに隣接する建築物の壁面までの距離は、当該隣接建築物が地上３階以上である

場合にあっては１５ｍ以上、それ以外の場合にあっては８ｍ以上とする。なお、壁面まで

の距離は、建築物の主要採光面から垂直方向に伸ばした部分を測定するものとする。ただ

し、建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

１ 附属建築物 

２ 既存建築物に増築する昇降機等の部分 

建築物等の高さの 

最高限度 

１ ： １０ｍ     ２ ： ９ｍ 

（計画図１のとおり） 
１７ｍ 

建築物の屋上に設置する太陽光発電設備等は、建築物の高さに含まないものとする。 

垣又は柵の構造の 

制限 

生け垣、透視可能なフェンス、その他これらに類するもので美観を損ねるおそれのないものとする。 

 

「区域、地区の区分、地区施設の配置及び建築物等の高さの最高限度は計画図表示のとおり」                                 ※は知事協議事項 

理由：良好な住環境を維持・保全しつつ、団地や周辺地域の変化を踏まえた段階的なまちづくりを推進するため、地区計画を決定する。 


